
■
内
容
／
町
内
戦
没
者
の
偉
勲
を
偲

び
、
戦
没
者
追
悼
式
を
開
催
し
ま
す
。

多
数
の
ご
参
列
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
日
時
／
７
月
23
日
（
火
）
10
時
〜

■
場
所
／
ホ
テ
ル
第
一
会
舘

■
事
務
局
／
保
健
福
祉
課
福
祉
係

　
　
　
　
　
　
　

☎
23
―
０
５
０
０

■
日
時
／
平
成
25
年
７
月
26
日
（
金
）

　
　
　
　

10
時
〜

■
会
場
／
後
志
総
合
振
興
局
車
庫
棟
６

号
会
議
室

■
募
集
団
地
／

○
南
４
条
団
地
（
南
４
東
１
）

３
L
D
K
（
一
般
世
帯
向
け
）
２
戸

○
羊
蹄
団
地
（
北
３
東
７
）

２
L
D
K
（
一
般
世
帯
向
け
）
３
戸

○
し
ら
ゆ
き
団
地
（
南
４
西
３
）

２
L
D
K
（
高
齢
者
世
帯
向
け
）
１
戸

○
え
ぞ
富
士
団
地
（
南
４
東
６
）

２
L
D
K
（
一
般
世
帯
向
け
）
１
戸

■
申
込
用
紙
配
布
場
所
／
後
志
総
合
振

興
局
小
樽
建
設
管
理
部
建
設
行
政
室
建

設
指
導
課

■
申
込
受
付
期
間
／
平
成
25
年
７
月
16

日
（
火
）
〜
22
日
（
月
）
９
時
〜
17
時

■
入
居
予
定
日
／
平
成
25
年
９
月
１
日

■
そ
の
他
／
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

■
お
問
い
合
わ
せ
／
後
志
総
合
振
興
局

小
樽
建
設
管
理
部
建
設
行
政
室
建
設
指

導
課
（
☎
０
１
３
６
―
23
―
１
３
７
４
）

　

成
年
後
見
や
市
民
後
見
人
の
仕
組

み
、
地
域
の
現
状
に
つ
い
て
弁
護
士
に

よ
る
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

■
日
時
／
７
月
10
日
（
水
）

　
　
　
　

13
時
30
分
〜

■
場
所
／
役
場
３
階
会
議
室

■
お
問
い
合
わ
せ
／

保
健
福
祉
課
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

業
務
係　

☎
23
―
０
１
０
０

　
◆
倶
知
安
町
地
域
防
災
計
画
（
原
子
力

防
災
計
画
編
）（
仮
称
）
及
び
倶
知
安

町
退
避
等
措
置
計
画
（
原
子
力
災
害

編
）（
仮
称
）
の
策
定
素
案
に
関
す
る

意
見
募
集
の
結
果
に
つ
い
て

　

倶
知
安
町
で
は
、
平
成
25
年
４
月
５

日
（
金
）
か
ら
平
成
25
年
４
月
15
日

（
月
）
ま
で
の
間
に
お
い
て
意
見
募
集

を
行
い
ま
し
た
。

　

今
回
、
ご
意
見
を
お
寄
せ
い
た
だ
き

ま
し
た
方
々
の
ご
協
力
に
深
く
御
礼
を

申
し
上
げ
ま
す
。

　

そ
の
結
果
に
つ
き
ま
し
て
は
、
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
防
災
情
報
」
か
ら

閲
覧
・
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
、
ま
た
、
町
総

務
部
総
務
課
（
防
災
担
当
）
に
お
い
て

閲
覧
で
き
ま
す
。

■
お
問
い
合
わ
せ
／

　

町
総
務
部
総
務
課
（
防
災
担
当
）

　

☎
０
１
３
６
―
56
―
８
０
０
０

くらしのガイド 7月号

町内の各種グループ・サークルの催しなどをお寄せください

※掲載希望月の前月 10 日までに

企画振興課広報広聴係へ要連絡絡

納税だより

ジャガ太からの伝言

※
７
月
31
日
（
水
）
は
固
定
資
産
税
の
第
２
期
の
納
期
限
で
す
。
納
め
忘
れ
の
な
い
よ
う
に
！

■町税務課　

町道民税 ･軽自動車税のこと (窓口⑧ )▷住民税係☎ 56-8003
税金の納付方法 ､納税相談 (窓口⑨ )　▷納 税 係☎ 56-8002
固定資産税のこと（窓口⑩）　　　　　 ▷資産税係☎ 56-8004

　■HP www.town.kutchan.hokkaido.jp/town/zeimu/zeimutop.jsp

【家屋を取り壊した方へ】
家屋に対する固定資産税（都市計画税）は、毎年 1 月 1
日現在に存在するものに課税されます。年の途中で家屋
の全部または一部を取り壊したときは、翌年度から取り
壊した部分について課税されません。このため、家屋を
取り壊したときは、登記の有無、床面積の大小にかかわ
らず、速やかに税務課資産税係までご連絡ください。
なお、家屋を取り壊した後の土地の利用方法により、土
地の固定資産税（都市計画税）が変わる場合があります。

予定納税が必要な方には、6 月中旬に税務署から「予定
納税額の通知書」が送付されます。

前年分の確定申告に基づき計算した予定納税基準額が
15 万円以上である場合に、原則その 1/3 相当額をそれ
ぞれ 7 月（第 1 期分）と 11 月（第 2 期分）に納付する
という制度です。

◇減額申請をする場合は、平成25年7月15日までに、「予
定納税額の減額申請書」を税務署に提出してください。
廃業や災害などの理由により、平成 25 年 6 月 30 日現在
の状況で、平成 25 年分の見積もった税額が、税務署か
ら提出された「予定納税基準額」より少なくなると見込
まれる場合に、申請することができます。
◇納付には便利な振替納税をご利用ください
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp
倶知安税務署　☎ 22-1192

－14－

開催

戦
没
者
追
悼
式

平
成
25
年
度
第
１
回
道
営

住
宅
入
居
者
希
望
抽
選
会

所得税の予定納税（第 1期分）納期限は 7月 31 日です

予定納税とは？

予定納税額の減額の申請・納付

成
年
後
見
人
制
度
説
明
会

防
災
担
当
か
ら
の
お
知
ら
せ

周知



　

給
与
所
得
者
の
特
定
支
出
控
除
に
つ

い
て
、
範
囲
の
拡
大
等
が
行
わ
れ
、
給

与
所
得
者
の
実
額
控
除
の
機
会
が
拡
大

さ
れ
ま
し
た
。

《
範
囲
の
拡
大
》

　

弁
護
士
、
公
認
会
計
士
、
税
理
士
な

ど
の
資
格
取
得
費
、勤
務
必
要
経
費（
図

書
費
、
衣
服
費
、
交
際
費
等
）
が
特
定

支
出
に
追
加
さ
れ
ま
し
た
。

《
適
用
判
定
の
基
準
の
見
直
し
》

　

特
例
を
適
用
す
る
た
め
の
判
定
基
準

額
が
給
与
所
得
控
除
額
の
２
分
の
１

（
最
高
１
２
５
万
円
）（
改
正
前
：
給
与

所
得
控
除
額
の
総
額
）
に
緩
和
さ
れ
ま

し
た
。

※
改
正
後
の
制
度
は
、
平
成
25
年
分
の

所
得
税
か
ら
適
用
で
き
ま
す
。

　

特
定
支
出
控
除
の
適
用
を
受
け
る

た
め
に
必
要
な
手
続
き
等
詳
し
く
知

り
た
い
方
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（w

w
w
.nta.go.jp

）
を
ご
覧
い
た

だ
く
か
、
倶
知
安
税
務
所
（
☎
22
―

１
１
９
２
）
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

　

７
月
は
『
不
正
軽
油
防
止
強
化
月

間
』
で
す
。

　
「
不
正
軽
油
」
と
は
、
軽
油
に
灯
油

や
重
油
な
ど
混
ぜ
た
「
混
和
軽
油
」
や

軽
油
以
外
の
石
油
製
品
を
混
ぜ
合
わ
せ

た
「
製
造
軽
油
」
な
ど
を
い
い
ま
す
。

　

不
正
軽
油
を
ト
ラ
ッ
ク
な
ど
の
燃
料

用
と
し
て
販
売
又
は
使
用
し
ま
す
と
軽

油
引
取
税
の
脱
税
行
為
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
れ
ら
の
不
正
軽
油
は
、
排

気
ガ
ス
中
の
Ｐ
Ｍ
（
粒
子
状
物
質
）
や

Ｎ
Ｏ
ｘ
（
窒
素
酸
化
物
）
を
増
加
さ
せ

る
た
め
、
大
気
汚
染
の
原
因
と
な
り
、

自
然
環
境
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。

　

北
海
道
で
は
、
７
月
を
「
不
正
軽
油

防
止
強
化
月
間
」と
し
、不
正
軽
油
を「
作

ら
な
い
」・「
売
ら
な
い
」・「
買
わ
な
い
」・

「
使
わ
な
い
」
を
合
い
言
葉
に
、
不
正
軽

油
撲
滅
の
取
組
み
を
強
化
し
ま
す
。

　

不
正
軽
油
に
関
す
る
情
報
が
あ
り
ま

し
た
ら
次
の
と
こ
ろ
ま
で
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

■
連
絡
先
／

不
正
軽
油
一
一
〇
番
（
通
話
料
無
料
）

☎
０
８
０
０
―
８
０
０
２
―
１
１
０

後
志
総
合
振
興
局
地
域
政
策
部
税
務
課

☎
０
１
３
６
―
23
―
１
３
３
６

　

ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
日
本
リ
ー
グ
女
子
１

部
「
豊
田
自
動
織
機
」（
本
拠
地
・
愛

知
県
刈
谷
市
）
が
昨
年
に
続
き
、「
太

陽
誘
電
」（
本
拠
地
・
群
馬
県
高
崎
市
）

が
１
年
ぶ
り
に
く
っ
ち
ゃ
ん
夏
期
合
宿

を
張
り
ま
す
。

　

北
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
金
メ
ダ
ル
を

獲
得
し
て
以
来
、
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
競
技

は
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
種
目
か
ら
除
外

さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
今
回
、
再
び
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
種
目
候
補
の
３
つ
に

残
り
ま
し
た
。

　

両
チ
ー
ム
に
は
、
全
日
本
候
補
選
手

も
在
籍
し
て
い
ま
す
。
一
流
選
手
の
素

晴
ら
し
い
プ
レ
ー
を
ご
覧
下
さ
い
。

　

ま
た
、
合
宿
期
間
中
に
は
、
町
内
の

小
・
中
・
高
校
選
手
を
対
象
と
し
た
ソ

フ
ト
ボ
ー
ル
教
室
が
予
定
さ
れ
て
お
り

ま
す
。

■
日
程
／

豊
田
自
動
織
機
チ
ー
ム

　

７
月
15
日
（
月
・
祝
）
〜
22
日
（
月
）

太
陽
誘
電
チ
ー
ム

　

８
月
２
日
（
金
）
〜
８
日
（
木
）

■
場
所
／
町
営
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
球
場

「
き
た
ろ
く
グ
ラ
ウ
ン
ド
」（
北
６
東
８
）

　　

特
定
疾
患
、
ウ
イ
ル
ス
性
肝
炎
進
行

防
止
対
策
（
肝
炎
治
療
特
別
促
進
事

業
）
及
び
ウ
イ
ル
ス
性
肝
炎
進
行
防
止

対
策
・
橋
本
病
重
症
患
者
対
策
医
療
受

給
者
証
の
有
効
期
限
は
、
平
成
25
年
９

月
30
日
ま
で
で
す
。

　

平
成
25
年
10
月
１
日
以
降
の
受
給
者

証
の
交
付
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
忘
れ

ず
に
更
新
申
請
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
ウ
イ
ル
ス
性
肝
炎
進
行
防
止

対
策
（
肝
炎
治
療
特
別
促
進
事
業
）
受

給
者
証
の
更
新
は
、
Ｂ
型
肝
炎
の
核
酸

ア
ナ
ロ
グ
製
剤
治
療
を
継
続
さ
れ
る
方

の
み
対
象
で
す
。

■
更
新
受
付
期
間
／
平
成
25
年
７
月
１

日
〜
平
成
25
年
９
月
30
日

　

医
療
受
給
者
証
の
種
類
に
よ
っ
て
申

請
に
必
要
な
書
類
が
違
い
ま
す
の
で
、

不
明
な
方
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
お
問
い
合
わ
せ
／

後
志
総
合
振
興
局
保
健
環
境
部
保
健
行

政
室
（
倶
知
安
保
健
所
）
健
康
推
進
課

保
健
予
防
係

〒
0
4
4
―
8
5
8
8 

倶
知
安
町
北
１
条
東
２
丁
目

☎
０
１
３
６
―
23
―
１
９
５
１

後
志
総
合
振
興
局
保
健
環
境
部
余
市
地
域

保
健
支
所
（
倶
知
安
保
健
所
余
市
支
所
）

〒
0
4
6
―
0
0
1
5

 

余
市
郡
余
市
町
朝
日
町
12
番
地

☎
０
１
３
５
―
23
―
３
１
０
４

北
海
道
行
政
書
士
会
小
樽
支
部

　
　
　
「
暮
ら
し
の
法
律
無
料
相
談
」

■
日
時
／
７
月
12
日
（
金
）

　
　
　
　

10
時
〜
16
時

■
場
所
／
倶
知
安
町
中
小
企
業
セ
ン
タ
ー

（
南
２
西
１
）
１
階
研
修
室

■
相
談
内
容
／

・
公
正
証
書
遺
言
作
成
の
手
続

・
相
続
（
不
動
産
・
動
産
）
関
係
、
遺

産
分
割
協
議
書
の
作
成

・
法
人
（
株
式
会
社
、
協
同
組
合
等
）

の
設
立

・
告
訴
・
告
発
状
、
各
種
契
約
書
、
内

容
証
明
郵
便
の
作
成

・
建
設
業
許
可
、
経
営
規
模
等
評
価
申

請
、
指
名
願
の
作
成
・
提
出

・
会
計
帳
簿
、
決
算
書
の
作
成

・
車
庫
証
明
・
自
動
車
登
録
等
の
手
続

・
官
公
署
へ
の
各
種
申
請
手
続　

等

■
連
絡
先
／
北
海
道
行
政
書
士
会
小
樽

支
部
副
支
部
長　

齋
藤
知
之

倶
知
安
町
字
岩
尾
別
44
番
地
55

☎
０
１
３
６
―
22
―
６
６
６
７

広報くっちゃん くらしのガイド

－15－

暮
ら
し
の
法
律
無
料
相
談

相談

　

給
与
所
得
者
の

　

特
定
支
出
控
除
の
改
正

不
正
軽
油
防
止
強
化
月
間

ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
の
強
豪

２
チ
ー
ム
が
倶
知
安
で
合
宿

特
定
疾
患
等
受
給
者
証
の

更
新
申
請
に
つ
い
て



くらしのガイド 7月号

－16－

　　
「
就
職
な
ど
で
他
の
健
康
保
険
に
加

入
し
国
民
健
康
保
険
を
や
め
る
（
国
民

健
康
保
険
の
資
格
を
喪
失
す
る
）
手
続

き
」
は
、
必
ず
個
人
で
行
っ
て
く
だ
さ

い
。
会
社
な
ど
は
そ
の
手
続
き
を
行
い

ま
せ
ん
の
で
、
自
動
的
に
切
り
替
わ
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
世
帯
の
う
ち
お

一
人
だ
け
が
加
入
し
た
場
合
も
同
様
で

す
。

　

国
民
健
康
保
険
の
資
格
を
喪
失
す
る

手
続
き
が
遅
れ
る
と
、
国
民
健
康
保
険

税
は
そ
の
ま
ま
か
か
っ
て
し
ま
う
こ
と

に
な
り
、
保
険
税
を
二
重
に
支
払
う
こ

と
に
な
っ
た
り
、
未
納
の
ま
ま
だ
と
督

促
状
や
催
告
書
が
届
く
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

　

ま
た
他
の
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

る
の
に
国
民
健
康
保
険
の
保
険
証
を

使
っ
て
受
診
し
た
場
合
に
は
、
国
民
健

康
保
険
が
負
担
し
た
医
療
費
は
全
額
返

し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
の
な
い
よ
う
、
手

続
き
は
14
日
以
内
に
お
願
い
し
ま
す
。

※
印
鑑
と
新
た
に
加
入
し
た
他
の
健
康

保
険
証
（
全
員
分
）
が
必
要
で
す
。

　

手
続
き
は
、役
場
国
保
医
療
係
（
③
）

の
窓
口
ま
で
。

　

■
受
験
資
格
／

①
初
級
＝
平
成
４
年
４
月
２
日
〜

　
　
　
　

平
成
８
年
４
月
１
日
生
ま
れ

②
上
級
＝
昭
和
61
年
４
月
２
日
〜

　
　
　
　

平
成
４
年
４
月
１
日
生
ま
れ

■
１
次
試
験
日
／
９
月
22
日
（
日
）

■
受
付
期
間
／
７
月
２
日
（
火
）
〜

　
　
　
　
　
　

８
月
１
日
（
木
）

※
郵
送
の
場
合
＝
８
月
１
日
消
印
有
効

■
申
込
書
請
求
方
法
／

　

郵
便
の
場
合
は
封
筒
（
A
４
版
が

入
る
大
き
さ
）
の
表
に
「
町
村
職
員
申

込
請
求
」
と
朱
書
き
し
、
１
２
０
円
切

手
を
貼
っ
た
宛
先
明
記
の
返
信
用
封
筒

を
必
ず
同
封
。

■
申
し
込
み
／

　

後
志
町
村
会　
　

☎
22
―
０
２
１
６

　

〒
０
４
４
―
８
５
８
８

　

倶
知
安
町
北
１
条
東
２
丁
目

　

お
い
し
い
ウ
ニ
や
お
魚
が
食
べ
ら
れ

る
の
は
、
豊
か
な
森
や
川
が
あ
っ
て
こ

そ
。
磯
遊
び
や
森
づ
く
り
の
体
験
を
通

し
て
、
森
と
川
と
海
の
つ
な
が
り
に
つ

い
て
親
子
で
学
ん
で
み
ま
せ
ん
か
？　
　

夏
休
み
の
自
由
研
究
も
バ
ッ
チ
リ
！

■
日
時
／
８
月
10
日
（
土
）

　
　
　
　

８
時
〜
16
時
30
分

■
募
集
／
小
学
生
と
保
護
者
15
組　

　
　
　
　
　
　
　
　
（
30
名
程
度
）

※
応
募
者
多
数
の
場
合
は
、
抽
選
と
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

■
参
加
費
／
無
料

■
応
募
締
切
／
７
月
16
日
（
火
）

■
集
合
・
解
散
／

　
　
　

後
志
総
合
振
興
局
正
面
玄
関
前

■
活
動
場
所
／
寿
都
町
内

※
集
合
場
所
か
ら
は
バ
ス
で
移
動
し
ま
す

■
お
申
し
込
み
／
参
加
者
全
員
の
氏

名
、年
齢
（
学
年
）、住
所
、連
絡
先
（
電

話
番
号
）
を
ご
記
入
の
上
、
F
a
x

ま
た
は
メ
ー
ル
に
て
次
宛
て
に
お
送
り

く
だ
さ
い
。

F
a
x
０
１
３
６
―
22
―
０
９
０
６

　

sh
irib

esh
i.rin

m
u
1
0
@
p
ref.

hokkaido.lg.jp

■
お
問
い
合
わ
せ
／
後
志
総
合
振
興
局

産
業
振
興
部
林
務
課　

担
当　

濱
田

☎
０
１
３
６
―
23
―
１
３
８
０

　

Ｊ
Ｐ
Ｋ
Ｉ
認
証
局
は
法
令
及
び
認
証

局
運
用
規
定
に
基
づ
き
、「
秘
密
鍵
更

新
作
業
」
を
平
成
25
年
７
月
に
実
施
し

ま
す
。
こ
れ
に
伴
い
、７
月
29
日
（
月
）

〜
30
日
（
火
）
は
窓
口
で
電
子
証
明
書

の
発
行
・
失
効
業
務
を
実
施
す
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
受
付
端
末

を
用
い
た
パ
ス
ワ
ー
ド
の
変
更
・
初
期

化
・
ロ
ッ
ク
の
解
除
、
鍵
ペ
ア
生
成
装

置
を
用
い
た
鍵
ペ
ア
及
び
電
子
証
明
書

の
消
去
、
IC
カ
ー
ド
診
断
の
各
業
務
は

通
常
ど
お
り
実
施
す
る
こ
と
が
可
能
で

す
。

消 費 者 コ ー ナ ー
倶知安町消費者協会

消費者情報

シリコン調理器具

　「シリコン調理器具」が電子レンジで簡単

に調理が出来ると流行っています。

　高温になるので「有害物質の溶出の心配が

ないか」と相談がありました。

　北海道消費者センターで、この度テスト結

果を発表しました。

※溶出試験は「蒸し器シリコン（中国製）」　　

他 11 品で、いずれも有害物質の“鉛”の心

配なく“ホルムアルデヒド”も陰性で、“耐

熱性”も問題なしという結果でした。

　詳しく知りたい方は「北のくらし№ 456」

を差し上げますので、消費者協会にお問い合

わせ下さい。

■消費生活相談室（公民館 1階団体室）

■月・水・金曜日 10 時～ 15 時　☎ 23-1522

募集

町
総
務
課　
　
　
　
　
　
　
　
　

☎
56
ー
８
０
０
０

後
志
町
村
職
員
（
一
般
事
務
職
）

『
お
魚
は
ぐ
く
む
海
と
森
』

体
験
隊　

参
加
者
募
集

町
住
民
課
住
民
係　
　
　
　
　
　
　

☎
56
―
８
０
０
７

公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
認
証
局
の

サ
ー
ビ
ス
の
終
日
停
止
の
お
知
ら
せ

周知

町
住
民
課
国
保
医
療
係　
　
　
　
　

☎
56
―
８
０
０
６

国
民
健
康
保
険
の
資
格
喪
失

手
続
き
は
お
忘
れ
な
く
！

この宝くじの収益金は、

市町村の明るく住みよいまちづくりに使われます。



広報くっちゃん くらしのガイド

＜質問＞

　Ａさんが債権者からお金を借りるにあたり、私（Ｂ）とＣ

さんが連帯保証人になりました。

　Ａさんは、債権者に 300 万円の負債があるのですが払えま

せん。私（Ｂ）は、Ａさんの債権者から 300 万円全額の支払

を請求されたのですが、Ｃさんも連帯保証人なのだから、Ｂ

とＣがそれぞれ 150 万円ずつしか支払う義務がないと思って

います。正しいでしょうか？

＜回答＞

　Ｂさんは、連帯保証人であるため、Ａさんの債権者に対し

て 300 万円全額の支払いをする法律上の義務があります。

　連帯保証ではない単なる保証の場合は、ＢさんとＣさんが

半分ずつ保証債務を履行すれば良いのですが、連帯保証の場

合、連帯保証人は債権者に対して全額の支払い義務を負いま

す。

　連帯保証人の一人になる場合、「他にも保証人がいるから

保証人の責任は軽くなる」と考えないよう注意して下さい。

消
防
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

ま
ち
の
事
件
簿
ー
地
域
安
全
ニ
ュ
ー
ス

『倶知安町警察署＆倶知安町防犯協会』 からのお知らせです。

ごめいふくをお祈りします

人　　　　　口 15,464 人 ( 前月比 - 29)

　　　男        7,742 人 ( 前月比 - 19)

　　　女        7,722 人 ( 前月比 - 10)

世　　帯　　数 7,601 世帯(前月比 - 37)

うち外国籍住民    297 人 ( 前月比 - 32)

人の動き　平成 25 年 5月末現在

－17－

上
う え は ら

原 　壮
そ う す け

介 ちゃん　　　北 1 東 1

　　（父　一郎　母　紀子）

高
た か は し

橋 　柑
か ん な

夏 ちゃん　　　字高砂

　　（父　清二　母　昌子）

寺
て ら さ き

崎 　美
き ら ら

輝星ちゃん　  　北 6 西 3

　　（父　達也　母　めぐみ）

岡
お か だ

田 　　祥
しょう

　ちゃん　　　字山田

　　（父　秀俊　母　綾子）

青
あ お や ま

山 　愛
ま な と

采 ちゃん　　　北 4 西 1

　　（父　徹也　母　美穂）

西
に し の

野 　光
こ う き

毅 ちゃん　　　北 4 西 1

　　（父　博之　母　睦美）

岩
い わ さ

佐 　隆
りゅうのすけ

之介ちゃん　　　字山田

　　（父　信　　母　聡美）

馬
ば ば

場 　桜
お う か

花 ちゃん　　　南 4 東 5

　　（父　祐太　母　真紀）

勢
せ と

登 　悠
ゆ う だ い

大 ちゃん　　　字寒別

　　（父　晃広　　母　由紀子）

古
ふ る だ て

館 　咲
さ つ き

月 ちゃん　　　南 3 東 2

　　（父　卓朗　母　弘子）

　堀　　太慶藏さん (90)　字琴平

梶　本　貞　治さん (84)　字巽

及　川　和　子さん (84)　南 3西 1

　旭　　ヨ　ネさん (92)　南 4西 1

6 月 14 日 ( 金 ) までに住民課住民係へ届け出が

あったものを、承諾を受けた上で掲載しています。

主
な
事
件

▽
店
舗
駐
車
場
に
駐
車
中
の
車
両
の
窓

ガ
ラ
ス
を
割
り
、
バ
ッ
グ
等
が
盗
ま
れ

る
事
件
が
発
生
。

▽
事
務
所
敷
地
内
か
ら
作
業
用
機
械
の

部
品
が
盗
ま
れ
る
事
件
が
発
生
。

交
通
事
故

▽
５
月
３
日
、右
カ
ー
ブ
を
走
行
中
に
、

ハ
ン
ド
ル
操
作
の
不
適
に
よ
り
、
道
路

左
側
路
外
に
逸
脱
す
る
事
故
が
発
生
。

▽
５
月
８
日
、
駐
車
場
か
ら
出
る
際
、

左
方
の
安
全
不
確
認
に
よ
り
、
左
方
か

ら
直
進
中
の
車
両
を
見
落
と
し
、
衝
突

す
る
事
故
が
発
生
。

平成 25年 平成 24年
人　身 17件 27件
物　損 298 件 250 件
死　者 0名 0件

5 月末までの
町内交通事故発生状況

　

連
帯
保
証
人
が
複
数
い
る
場
合
の

　
　
　
　
　
　
　
　

保
証
人
の
責
任

　

近
年
、
救
急
車
の
出
動
件
数
が
増
加
し
て
い
ま

す
。
例
え
ば
次
の
よ
う
な
場
合
、
本
当
に
救
急
車

が
必
要
で
し
ょ
う
か
？

・
自
分
で
動
け
る
よ
う
な
緊
急
性
の
な
い
軽
い
症

状
や
ケ
ガ
。

・
入
院
や
通
院
の
足
が
わ
り
に
利
用
す
る
。

・
タ
ク
シ
ー
な
ど
の
交
通
機
関
が
わ
り
に
利
用
す

る
。

・「
夜
間
、
休
日
病
院
が
わ
か
ら
な
い
」、「
救
急

車
で
行
く
と
診
て
も
ら
え
る
か
ら
」
と
い
っ
て
利

用
す
る
。

　

こ
の
よ
う
な
軽
症
者
を
搬
送
中
、
本
当
に
救
急

車
を
必
要
と
す
る
生
死
を
分
け
る
よ
う
な
方
が
通

報
し
て
き
た
場
合
、
救
急
車
が
出
動
で
き
ず
手
遅

れ
に
な
っ
て
し
ま
う
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

救
急
車
や
救
急
医
療
は
限
り
あ
る
資
源
で
す
。

真
に
救
急
車
を
必
要
と
す
る
方
を
救
う
た
め
に
、

救
急
車
の
適
正
利
用
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

■
お
問
い
合
わ
せ
／
羊
蹄
山
ろ
く
消
防
組
合
倶
知

安
消
防
署
救
急
係　

☎
22
―
１
０
８
９

平成 25年 平成 24年
火　災 8(2) 件 8(3) 件
救　急 351(42) 件 340(40) 件
救　助 4(0) 件 12(2) 件
その他 40(6) 件 36(5) 件
　　　　　　※年累計（月累計）

第 65回北海道消防大会開催

平成 25 年 8月 23 日 ( 金 )

倶知安町総合体育館

「その救急車、本当に必要ですか？」救急車の適正利用のお願い

5 月末までの災害出動状況

岩内ひまわり
基金法律事務所

弁護士畠山　興一
☎ 0135-61-4777
FAX0135-61-4888

おたんじょう
おめでとう


